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　Ⅰ　静岡県地方港湾審議会について

　

　港湾管理者は、当該港湾に関する重要事項を調
査審議させるため、地方港湾審議会を置くものとし、
組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
　※「港湾法」第35条の２
　静岡県の管理する港湾の開発、利用、保全及び管
理に関する重要事項を調査審議するため、静岡県地
方港湾審議会を置く。※静岡県地方港湾審議会条例

１．概要

 (1) 港湾計画の策定又は変更に関する事項
 (2) 港湾環境整備負担金の負担に関する事項
 (3) その他港湾の開発、利用、保全及び管理に関

する重要事項（臨港地区・分区の指定）

２．所掌事務
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参考：最近５回の本会開催状況
第41回
(R1.5) 御前崎港 重要事項

（建設許可）

第42回
(R3.2)

清水港 港湾計画(改訂)

御前崎港 港湾計画
　(軽易な変更)

第43回
(R4.10)

清水港 港湾計画
（軽易な変更）

田子の浦港 重要事項
（臨港地区・分区の指定）

第44回
(R5.3) 田子の浦港 港湾計画

（軽易な変更）
第45回
(R6.2) 清水港 港湾計画

（軽易な変更）

３．静岡県地方港湾審議委員
①　学識経験者　　　　　　　 　　           　8名
②　港湾関係者　　　　　　　 　　　           6名　
③　国の地方行政機関の職員　             4名
④　議会の議員を代表する者              　1名
⑤　臨時委員（該当港湾所在市町）　   1名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 合計　 20名
※ 臨時委員：知事が必要と認める者

４．静岡県地方港湾審議会の流れ



　Ⅰ　第46回　静岡県地方港湾審議会について

議案内容
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 議案 港湾 項　目 箇　所 概　要

第
１
号

清
水
港

【港湾計画】
軽易な変更 貝島地区 公共埠頭計画の変更

土地利用計画の変更

第
２
号

【重要事項】
臨港地区への編入

・分区の指定
貝島地区 新規指定：工業港区
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　Ⅱ　清水港の概要　　～清水港の全景～

 折戸地区 
 富士見地区 

 江尻地区 

 袖師地区 

 新興津・興津地区 

 ＪＲ清水駅 

 三保松原  三保地区 

静岡

山梨

長野

岐阜

愛知

神奈川

三重
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 塚間地区 

清水港

2024年取扱貨物量 　1,535万トン（参考：2023年全国38位）

2024年貿易額 　　約3.5兆円（参考：2024年全国11位）

2024年ｺﾝﾃﾅ取扱個数 514,305TEU（参考：2023年全国９位）

 貝島地区 

 日の出地区 
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　Ⅱ　清水港の概要　 ～2024年の主な取扱貨物品目～



　Ⅱ　清水港の概要　～背後交通ネットワーク～

久喜白岡JCT

双葉JCT

つくばJCT岡谷JCT

更埴JCT

佐久小諸JCT

藤岡JCT

高崎JCT 岩舟JCT
栃木都賀JCT

友部JCT

八王子JCT

浜松
いなさJCT

三ヶ日JCT

飯田山本

御殿場JCT

土岐JCT小牧JCT一宮JCT

豊田東JCT

豊田JCT

名古屋

美濃関JCT

川口JCT

大泉JCT

三郷JCT

八千穂高原

名古屋南
JCT

清
水
港

伊那

松本

長野

上田
佐久

藤沢

横浜

町田

佐野

前橋

浜松

清水JCT

新清水JCT

群馬県

栃木県

茨城県

埼玉県

長野県

静岡県

南部

千葉県

都留
富士吉田

新御殿場IC

伊勢原
大山ＩＣ

諏訪・岡谷

甲府

下部温泉早川

山梨県

海老名南
JCT

厚木

海老名

JCT

鶴ヶ島JCT

小田原

●東名・新東名のダブルウェイ
●中部横断自動車道が全線開通
●圏央道により北関東とのアクセスも向上

8



新興津地区（物流、人流）
　国際海上コンテナターミナル
　18列対応ガントリークレーン5基
　23列対応ガントリークレーン１基
　緑地、海岸、小型船溜まり整備

袖師地区（物流）
　第１埠頭：コンテナ貨物、紙パルプ、
　　　　　　　　RORO船
　第２埠頭：石油製品、再利用資源

興津第1埠頭

興津第２埠頭
袖師第1
埠頭

新興津埠頭

興津地区（物流）
　第１埠頭：水産品
　第２埠頭：水産品、パルプ

袖師第２
埠頭

袖師・江尻地区（物流、人流）
　石油製品、LNG、穀物等
　水産品の取扱
　次世代型エネルギー供給拠点の構築
　フェリー乗場移転

折戸地区(産業、レジャー）
　海洋性レクリエーション拠点　
　および親水空間の創出

江尻地区

日の出
地区

富士見
地区

折戸地区三保地区

 

富士見地区（物流）
　穀物、木材チップ、紙パルプ
　清水港の重要なバルク拠点
　12万トンの穀物サイロ
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日の出地区（物流、人流）
　紙パルプ、合板、水産品
　国際旅客船、賑わい交流拠点

塚間・貝島地区（産業）
　 塚間地区は工業地区
　貝島は浚渫土砂の処理後、
　海洋研究拠点形成を目指す

三保地区（レジャー）
　レクリエーション地区
　三保内浜海岸エリアマネ
　ジメント実施

　Ⅱ　清水港の概要　～地区別の利用概況～

塚間・貝島
地区



産業関連ゾーン
物流関連ゾーン

賑わい・交流ゾーン拠点

ふれあいゾーン(世界遺産への玄関)

緑地・ふれあいゾーン

物流関連ゾーン

清水港ゾーニング図（2019年８月清水港長期構想）

賑わい・交流ゾーン拠点

浚渫土砂処分用地検討ゾーン

新興津地区

興津地区
袖師地区

江尻地区

三保地区

日の出地区

富士見地区

折戸地区

塚間地区貝島地区
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　Ⅱ　清水港の概要　～全体空間利用のゾーニング～

海洋研究
イノベーションゾーン



■清水港港湾計画（令和3年改訂）

・海洋研究イノベーションゾーンに位置付け

・「ちきゅう」「みらい」等の研究船の係留岸壁を計画

「みらい２」の就航（令和8年度）に向けて岸壁・土地を整備中

貝島地区の「海洋研究・開発拠点化」清水港長期構想（令和元年8月）

世界の英知が集まり、
新たなビジネスが生まれるみなとまち

海洋産業の活性化と新たなビジネスの創出

目指す姿

目標

令和7年度「清水みなとまちづくり公民連携協議会」で

地区全体の将来構想の具体案（ガイドプラン）を検討中

■「海洋研究・開発拠点」の具体化

　Ⅱ　清水港の概要　～貝島地区について～

11
9.21シンポジウムにて

中間案を公表

埋立
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(目標年次) 2030年代前半
(基本理念)
　・清水港の持つ美しい環境の中、先端技術「知」を活用し、安全・安心で心豊か
　　幸せに暮らせるみなと「スマート・ガーデン・ポート」
　・ 「物流・産業」、「交流・生活・環境」、「防災・危機管理等」の３つの視点からなる
　　方針のもと、多様な機能が調和し、連携する質の高い港湾空間を形成

　清水港港湾計画
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年月 変更の種類 【地区名】変更内容

2021年３月 改　訂 【全　体】計画再編

2022年11月 軽易な変更 【新興津】小型船だまり・土地利用計画
【三　保】水域施設・臨港交通施設・土地利用計画

2024年２月 軽易な変更 【日の出】土地利用計画
2026年２月
（予　定）

軽易な変更 【貝　島】公共埠頭計画・土地利用計画

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更）　～まとめ：計画変更結果～
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【港湾計画における変更等の区分】
　港湾の能力や港湾施設の面積や区域等を位置づける場合、港湾法施行規則に基づき、
「改訂」、「一部変更」、「軽易な変更」に区分される。

　　新　規　　 　　改　訂　　 　　一部変更　　

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更）　～参考：変更の区分～
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貝島地区

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更）　～変更地区～
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○貝島地区の一部は、港内で発生する浚渫土の処分場となる「廃棄物処理用地」として計画されていた埋立地である。
○今回の変更対象地は、部分的に埋立を竣工し、先行して土地利用を図る予定であり、研究推進及び支援に係る整備

（資材置場、建築施設等）を関係者で検討している。
○今回は、海洋研究拠点を形成するため、公共埠頭計画及び土地利用計画を変更する。

貝島地区周辺の状況

N

日本軽金属
清水工場
（約43ha）

県貝島埋立地（約25ha）

中部電力所有
低未利用地
（約15ha）

メガソーラー
しみず
（約14ha）

清水
三保貝島
スポーツ
広場
（約９ha）

※中部電力所有

市下水道
ポンプ場

三保ふれあい広場

水上バス
塚間－日の出・江尻

共同漁業権漁場

水上バス乗り場

水上バス
三保－日の出・江尻

港湾関連工事作業ヤード
探査船資材置場

三保飛行場
三保内浜海水浴場

水上バス乗り場

三保松原

御穂神社

0 500m

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～背景：貝島地区の特徴～

②暫定利用の状況
（ケーソン製作ヤード）

①埋立の状況

①

②



■貝島地区における上位計画との整合性
○国：「港湾の開発、利用及び保全並びに 開発保全航路の開発に関する基本方針」

（2025年10月1日告示　国土交通省港湾局）
Ⅰ 港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
⑦ 港湾空間に求められる多様な要請への対応と港湾空間の適正管理

前文：（中略）内陸部での立地が困難な機能については、その機能の一部を港湾で受け
入れることにより健全な都市活動にも貢献する。

⑧ 新たな海洋立国の実現に向けた海洋政策の推進
前文：（中略）本土から遠く離れた海域における海洋資源の開発・利用等のための活動拠
点の形成、海上輸送の確保、海洋の安全の確保、海洋環境の保全、離島の保全等総合
的な施策を積極的に推進する。

Ⅱ 港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
⑦ 港湾空間に求められる多様な要請への対応と港湾空間の適正管理

前文：（中略）港湾空間の研究開発の場としての利用等の多様なニーズを踏まえ、港湾
施設の有効利用と安全確保を両立する適正な管理方策の実施
作業船の安定的な係留に必要な場所の確保
他の機能と調和しつつ、港湾の機能が全うできるような臨港地区の適切な設定及び運用
港湾活動及び周辺の土地利用との整合を図った上で、内陸部での立地が困難な機能の港
湾空間における受入

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～背景：関係計画の整合性～
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本構想では「長期的な空間利用のゾーニング」として、貝島地区を「海洋研究イノベーションゾー
ン」に位置付け、重点施策⑧-1「産学官が連携した海洋研究・開発拠点の形成」を掲げている。

○清水港長期構想（2019年8月　港湾管理者）

18

○静岡県総合計画（2022年3月　静岡県）

■県の計画との整合性

政策10 地域の価値を高める交通ネットワークの充実
10-2 世界に開かれた玄関口の機能強化

豊かさを実感できる社会の実現に向けては、県内はもとより、遠隔地とも短時間で円滑に行き交
える広域的なネットワーク環境の整備とともに効率性や競争力の高い物流環境が不可欠です。
このため、貨物船の利用拡大やクルーズ船の誘致推進、富士山静岡空港の就航・利用の促進
と利便性の向上などに環境に配慮しながら取り組み、世界に開かれた玄関口である港湾、空港
の機能強化を図ります。

地域の目指す姿　中部地域　　　主な取組：清水港みなとまちづくりの推進
　港と中心市街地が融合した一体的な魅力ある「みなとまちづくり」の実現に向けて、官民で取り
組んでいきます。これまでの寄港誘致活動に加え、静岡市の進める海洋文化拠点整備を注視
しつつ、「みなとまちづくり」の推進に取り組んでいきます。

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～背景：関係計画の整合性～



■市の計画との整合性
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政策4「港町の海洋文化を磨き上げるまちの推進」
主な取組：清水港・駿河湾の特徴と環境を活かした産業・研究の活性化

○第４次静岡市総合計画（2023年３月　静岡市）

基本方針：海洋研究の拠点形成と環境再生
清水港の中心に位置し、駿河湾の豊かな資源と湾岸の広い土地を有する好条件を活かし、産
学官が連携した海洋研究・開発の拠点を形成する。

○清水みなとまちづくりグランドデザイン　「貝島・塚間地区ガイドプラン」中間案
（2025年９月21日　一般社団法人清水みなとまちづくり公民連携協議会）

■その他の計画との整合性

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～背景：関係計画の整合性～
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○公共埠頭計画の変更
貝島地区において、海洋研究拠点の形成にあたり、係留する研究船等の資機材を荷捌きする用地を確
保するため、公共埠頭計画を変更

　　　 埠頭用地（保管施設用地及び研究施設用地）：0.7ha
　⇒　埠頭用地（保管施設用地）：1.2ha

港湾計画図

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～ 変更：貝島地区～
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　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～変更：貝島地区～

○土地利用計画の変更
海洋研究拠点を形成するため、土地利用計画を変更

（埠頭用地0.7ha、公共用地25.3ha⇒　埠頭用地1.2ha、港湾関連用地4.6ha、公共用地20.2ha）

港湾計画図

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～ 変更：貝島地区～
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　「貝島・塚間地区ガイドプラン」中間案（2025年９月）（一社）清水みなとまちづくり公民連携協議会公表　

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～背景：みなとまちづくり～
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　「貝島・塚間地区ガイドプラン」中間案（2025年９月）（一社）清水みなとまちづくり公民連携協議会公表　

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～背景：みなとまちづくり～



土地利用区分 概　要

港湾関連用地 港湾における物流・人流などの輸送活動の増進を図り、また、これらの活動を
支援する施設の用地

交流厚生用地
港湾を通じた人的・経済的な国内外の様々な交流活動を推進するとともに、
港湾におけるレクリエーション活動の用に供する施設及びこれに付随する施設
のための用地

緑地 緑地（緩衝緑地を含む）、広場、植栽等の用地

工業用地 工業の用に供する用地及びこれに付随する施設のための用地

都市機能用地 都市機能の用に供する用地

交通機能用地 陸上及び航空交通の用に供する用地

危険物取扱施設用地 石油、ガス等危険物を取り扱う用地（工業の用に供するものは除く）及びこ
れに付随する施設のための用地

埠頭用地 係留施設と一体となって港湾貨物の荷さばき、船舶乗降旅客の取扱等を行う
ための用地

廃棄物処理施設用地 港湾において廃棄物の処理を行う施設の用地

海面処分用地 廃棄物や浚渫土砂を埋立てにより処理するための区域

公共用地 将来の公共埠頭、掘り込み水路等のための用地

港湾計画で定める土地利用

24

　 Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～参考：用語～



研究船等 25

～背景～
 　清水港の貝島地区の一部は、港内で発生する浚渫土の処分場となる「廃棄物処理用地」として計画されている埋立地であ
る。昭和54年に埋立免許を取得し、昭和60年代から埋立が進められているが、埋立の完了が近づいていることから、令和3年
の港湾計画改訂で、「廃棄物処理用地」から、土地としての利用を見据えた「公共用地」に変更している。また、貝島地区を
「海洋研究イノベーションゾーン」と位置付けた清水港長期構想に基づき、研究船の接岸岸壁および付随する埠頭用地を計画
している。
～変更理由～
　 今回の変更対象地は、部分的に埋立を竣工し、先行して土地利用を図る予定であり、研究推進及び支援に係る整備
（資材置場、建築施設等）を関係者で検討していることから、将来の公共埠頭として計画している「公共用地」から、目的と
する利用を想定した「港湾関連用地」に変更する（参考１）。　併せて、係留する研究船等の資機材搬出入の作業を考慮
し、埠頭用地の面積を変更する（参考２）。

【背景・変更理由（公共埠頭計画・土地利用計画）】

（参考１）
○将来イメージ図
　「貝島・塚間地区ガイドプラン」中間案　2025年９月

（一社）清水みなとまちづくり公民連携協議会公表資料

　 Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～変更理由～

（参考２）
○資機材搬出入イメージ図

幅
：

35m

研究資材
保管庫等

研究資材置場(常設)

クレーン図出典：
株式会社タダノwebサイト

岸壁

研究資材置場
(一時保管・仮置き等)

港
湾

関
連

用
地

埠
頭

用
地
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○公共埠頭計画の変更
貝島地区において、海洋研究拠点の形成にあたり、係留する研究船等の資機材を荷捌きする用地を確
保するため、公共埠頭計画を変更

　　　 埠頭用地（保管施設用地及び研究施設用地）：0.7ha
　⇒　埠頭用地（保管施設用地）：1.2ha

港湾計画図

　Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～ 変更：貝島地区～ 再掲
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変
更
前

■土地利用再検討結果（港湾計画図：土地利用計画（ｈａ））

変
更
後

　　　　用途
地区名 埠頭用地 港湾関連用地 工業用地 交通機能用地 公共用地 貝島地区合計

(ｈａ)
貝　　島 1.2 4.6 76.3 0.8 20.2 103.1

　　　　用途
地区名 埠頭用地 港湾関連用地 工業用地 交通機能用地 公共用地 貝島地区合計

(ｈａ)
貝　　島 0.7 76.3 0.8 25.3 103.1

　 Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～まとめ：計画変更結果～
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対象 計画変更に伴う影響と評価

大気質 • 負荷が著しく増大するものではないことから、影響は軽微であると考えられる。

騒音・振動 • 計画変更に伴う港湾からの発生集中交通量は、著しく増大するものではない
ことから、騒音・振動による影響は軽微であると考えられる。

生態系
• 今回の計画変更に伴う大気質等への影響は軽微であると予想されることから、

全体として、生態系への影響は軽微であると考えられるが、現地において県の
絶滅危惧種ⅠA類に指定されているトビハゼの生息が確認されていることから、
事業の進捗にあたっては生息環境の保全等に配慮していく。

総合評価
• 環境に及ぼす影響は軽微なものであると考えられる。
• なお、今後とも環境保全について十分配慮するとともに、本計画の実施にあ

たっては、工法・工期等について検討し、十分な監視体制のもとに、環境に与
える影響を少なくするよう慎重に行うものとする。

　 Ⅲ　第１号議案：港湾計画（軽易な変更） ～まとめ：環境影響評価～
■港湾の環境の保全



静岡県地方港湾審議会についてⅠ

清水港の概要

第１号議案：港湾計画（軽易な変更）

第２号議案：重要事項（臨港地区・分区の指定）

Ⅱ

Ⅲ
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○ 港湾管理者は、港湾計画で定める土地利用計画について、無秩序な土地利用の回避や適正な港湾活
　　動の活性化を誘導するなど、目的を著しく阻害する構築物の用途を規制するため、分区を指定。

種　類 概　要
商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域

修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
工業港区 工場その他工業施設を設置することを目的とする区域
漁港区 水産物を取扱わせ、又は、漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域

保安港区 爆発物その他の危険物を取扱わせることを目的とする区域
マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーション用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利用の用に供

することを目的とする区域
特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域

県条例（※）で定められた分区の種類と概要

30

○ 港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域（水域）と一体として機能すべき陸域で、都市計画法の
　　規定により、臨港地区と定められた地区又は港湾法の規定により港湾管理者が定めた地区。

１　臨港地区とは

２　分区とは

（※）静岡県の管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

　Ⅳ　第２号議案：臨港地区内における分区の変更　～用語～
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【臨港地区・分区　指定図】

　Ⅳ　第２号議案：臨港地区・分区の指定　～全体分区図～



【港湾計画図（今回）】

○ 埠頭用地・港湾関連用地の埋め立て完了に併せ、臨港地区に編入し、分区（工業港区）を指定する。

【臨港地区　分区指定図案】

32

●工業港区：
　 工場その他工業施設を設置することを目的とする区域
① 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する

製造事業又はその関連事業を営む工場及びその附帯施設
② 海洋に関する研究施設
③ ①及び②に掲げる施設において行う業務に従事する者のための休泊

所、診療所その他の福利厚生施設
④ 官公署の施設
⑤ 物品販売業を営む店舗及び飲食店で知事の許可を受けたもの

　Ⅳ　第２号議案：臨港地区・分区の指定　～全体分区図～


